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特別支援教育コーディネーターを中心とした 

校内体制の確立等について 

 

 

１．関係の規定 

 

（１）「特別支援教育の推進について」（平成 19 年 4 月初等中等教育局長通知） 

 

○ 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

 各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発

達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、

校内に特別支援教育に関する委員会を設置すること。 

委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主

事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒の

学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成すること。 

なお、特別支援学校においては、他の学校の支援も含めた組織的な対応が可能な

体制づくりを進めること。 

 

○ 特別支援教育コーディネーターの指名 

  各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特別

支援教育コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。 

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、

主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保

護者からの相談窓口などの役割を担うこと。 

また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校において組織的に機能す

るよう努めること。 
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（２）学習指導要領解説 

 

【小学校学習指導要領解説 総則等編】 

 

担任教師だけが指導に当たるのではなく，校内委員会を設置し，特別支援教育コー

ディネーターを指名するなど学校全体の支援体制を整備するとともに，特別支援学校

等に対し助言又は援助を要請するなどして，計画的，組織的に取り組むことが重要で

ある。 

特に，本章第２節３にあるように，特別支援学級は，障害があるために通常の学級

における指導では十分に指導の効果を上げることが困難な児童のために編制された

少人数の学級であり，児童の障害の状態等に応じて，適切な配慮の下に指導が行われ

ている。特別支援学級は，小学校の学級の一つであり，特別支援学級も通常の学級と

同様，これを適切に運営していくためには，すべての教師の理解と協力が必要である。

学校運営上の位置付けがあいまいになり，学校組織の中で孤立することのないよう留

意する必要がある。このため，学校全体の協力体制づくりを進めたり，すべての教師

が障害について正しい理解と認識を深めたりして，教師間の連携に努める必要がある。 

また，通級による指導は，特別支援学級とは別に，小学校の通常の学級に在籍して

いる障害のある児童に対して，特別の指導の場（通級指導教室）において，障害に応

じた特別の指導を行うものである。対象となる児童に対する通常の学級における指導

と通級による指導とが共に効果的に行われるためには，それぞれの担当教師同士が児

童の様子や変化について定期的に情報交換を行い，特別の指導の場における指導の成

果が，通常の学級においても生かされるようにするなどして連携に努め，指導の充実

を図ることが重要と言える。さらに，他校において指導を受ける場合には，学校間及

び担当教師間の連携の在り方を工夫し，情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必

要がある。 

障害のある児童の指導に当たっては，特に教職員の理解の在り方や指導の姿勢が， 

児童に大きく影響することに十分留意し，学校や学級内における温かい人間関係づ 

くりに努めることが大切である。 

 

※中学校学習指導要領解説（総則編）においても同旨の記述。 

※高等学校学習指導要領解説（総則編）においても、特別支援学級及び通級による指

導に関する記述を除き、同旨の記述。 

 

 

【幼稚園教育要領解説】 

 

 例えば，園内委員会を設置し，特別支援教育コーディネーターを指名するなど，幼

稚園の教職員全体の協力体制をつくりながら，計画的，組織的に取り組むことが重要

である。同時に，その幼児の日常の生活に支障がないように，あるいは安全を確保す

る観点から，施設や設備の整備，学級編制や教職員の配置への配慮をすることも大切

である。 
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２．参考資料 

 

・平成 26 年度特別支援教育体制整備状況調査（文部科学省初等中等教育局特別支援

教育課） 

 

（特別支援教育の校内の体制整備状況（平成 19 年度～26 年度）） 

 

 

（特別支援教育の校内の体制整備状況・幼小中高別（平成 26 年度）） 
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